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住民主体で運営する多世代共生型の居場所の財政効果
 ─ 地域リビングプラスワンの事例から ─ 

The Financial Effect of Local Community Place:  
The Case of  “LIVING PLUS ONE”

井上　温子
INOUE  Atsuko

［要旨］
本稿は、世代や国籍、障がいの有無を超えて、多様な人たちが集う「多世

代共生型の住民主体で運営する福祉的機能を備えた常設の居場所（以下、共
生型の居場所）」の財政効果について明らかにすることを目的とした。

研究方法は以下の通りである。①研究対象とした「地域リビングプラスワ
ン」が共生型で福祉的機能を備えた場であるか否か、資料やインタビュー調
査から検証を行った。②共生型の居場所である「地域リビングプラスワン」
の属性別利用者数から支援が必要な人（以下、要支援者等）の利用回数を調
べた。③共生型の居場所と類似している行政事業を複数取り上げ、自治体作
成資料に基づき、事業ごとに利用者一人あたりにかかる経費について調べた。
最後に、②で調べた属性別の要支援者等がそれぞれ対象となる③で取り上げ
た既存の行政事業を 1 年間利用した場合の経費についてシミュレーションを
行い、共生型の居場所の財政効果について検証した。

属性別の財政効果額を総計した結果、20,427,347 円となり、十分な財政効
果があることが分かった。しかし、既存の行政サービスを利用した場合の経
費の積み上げとなっており、財政効果を示す一つの方法にすぎない。

今後、多様な人たちが混ざり合うからこそ生まれる共生型の居場所の価値
に焦点をあて、福祉的効果や財政効果について、さらに研究を進めていきた
い。
キーワード：居場所、多世代、地域共生社会、住民主体、財政効果

1．はじめに

（1）背　景
現在、日本社会には、様々な「居場所」が広がっている。特に、こども食堂に関し

ては、2016 年 319 か所であったのが、2019 年には 3,718 か所 （1）まで急増している。
筆者自身、コミュニティカフェなどの居場所づくりに携わり始めたのは 2007 年のこと
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であったが、当時から、こども食堂に限らず、若者や障がい者、高齢者などが集う場
づくりは市民活動として、各所で行われてきた。

これらについて、国の政策を見ると、居場所事業は、子ども、若者、障がい、高齢
者といった縦割り施策ごとに、子どもの貧困対策やひきこもり支援、社会参加、介護
予防等を目的として明記され、これに呼応した形で、地方自治体でも各施策に反映さ
れてきた。さらに、厚生労働省は縦割りを超えた住民主体の通いの場で、支援の受け
手、担い手がごちゃまぜになる場づくりや地域の課題を自分ごととして地域づくりに
取り組んでいく拠点を推進し、地域共生社会の実現を目指すとしている （2）。少子高齢
化によって進む介護人材や施設不足、持続不能な財政運営が懸念されている中、行政
だけが福祉を担うのではなく、地域の多様な人と人とのつながりを再構築し、市民自
身による自治力を高めていく必要があるからだ。しかし、具体策は地方自治体に任さ
れ、居場所の支援制度における地域格差は大きい。また、今まで、共生型の居場所は、
子どもや障がい者、高齢者など、多様な人たちが集い、それぞれの属性ごとに少人数
の参加であるため、どのような人がどれだけ利用していて、どういった福祉的効果や
財政効果があるのか分かりにくい実態があった。

このような中、居場所の効果については、大きく分けて 3 つのグループで研究が行
われてきた。第一に、角張ら（2013）の親子の、白瀨ら（2015）の高齢者の、大場ら

（2014）の精神障がい者の居場所のように、利用者の属性ごとに運営されている居場所
の役割や利用者の変化について取り上げた研究。第二に、坂倉ら（2015）の地域の居
場所や協創型地域づくり拠点における参加者の意識と行動変化についての研究。第三
に、平野（2005、2016）の共生ケア （3）や、多世代交流・多機能型福祉拠点についての
研究である。

（2）目　的
本稿では、多様な人たちが集う多世代共生型の住民主体で運営する福祉的機能を備

えた常設の居場所（以下、共生型の居場所）は、今後、地域福祉を担う新たな手段の
一つとして適切な財源確保を検討すべき一定程度の財政効果を見ることができるでは
ないかを仮説とし、共生型の居場所の財政効果を明らかにすることを目的とする。

平野（2016）の多世代交流・多機能型福祉拠点についての研究では、制度外サービ
スの集約拠点である高知県のあったかふれあいセンターが取り上げられ、財源につい
ても触れられている。しかしながら、同センターは、行政主導の委託事業として運営
されていることに加え、利用者のほとんどが高齢者であった。また、センターを中心
に設けられているサテライトの拠点については、住民主体による運営がなされている
が、非常設であった。そのため、筆者が以下に定義する多世代共生型の住民主体で運
営する福祉的機能を備えた常設の居場所とは一致しておらず、共生型の住民主体で運
営する常設の居場所の財政効果について、本稿で明らかにすることとした。

（3）用語の定義
中島ら（2007）は「居場所」という言葉の登場時期や使用状況、社会的背景、先行

研究から「居場所」の定義や分類について検討を行い、「居場所」の定義を、他者から
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認められたり、他者から自由になって自分を取り戻したりして得られるような「自分
を確認できる場所」とし、分類を「他者との関わりをもつことで自分を確認できる場
所」を「社会的居場所」、「他者との関わりから離れて自分を取り戻せる場所」を「個
人的居場所」とした。また、オルデンバーグ（2013） （4）のサードプレイス（第三の居
場所）について、小林ら（2014）は、マイプレイス型 （5）と交流型を定義しているが、
両者の分類を重ね合わせると、個人的居場所にはマイプレイス型が、社会的居場所に
は交流型が当てはまる。

本稿における「居場所」の定義は、物理的な空間があり、その空間において、他者との
つながりがある「社会的居場所」、言い換えれば、サードプレイスの「交流型」とする。

また、「多世代・共生型」、「住民主体」、「福祉的機能の有無」、「常設」については、
図で整理した。図 1では、縦軸で常設か否か、横軸で福祉的機能の有無を表している。
研究対象の居場所は、日常的な生活をサポートする場としているため、常設であり、
福祉的機能を有する右上に位置する。前述したあったかふれあいセンター、富山型デ
イサービス、後述する地域リビングプラスワンについては、図 1においては、3 か所
とも右上に当てはまる。さらに、図 2では、縦軸で住民主体か行政・事業者主体か、

図 2　居場所の散布図

出典：筆者作成

図 1　居場所の散布図

出典：筆者作成
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横軸で共生型か世代・属性別かを示しているが、世代や障がいの有無、国籍を超えて
集う居場所で、住民主体の居場所を研究対象とするため、右上の位置となる。後述す
る研究対象の地域リビングプラスワンは、多様な人が集う住民主体の居場所のため、
右上に、委託事業のあったかふれあいセンターや介護保険事業を中心とした富山型デ
イサービスは、右下となった。

本稿における「財政効果」についての定義は、研究対象とした地域リビングプラス
ワンを利用する要支援者等が既存の行政サービスを利用した場合に、行政が負担する
年間経費とした。また、地域リビングプラスワンに対する行政からの補助額を差し引
いた額を「実質財政効果」とした。この実質財政効果額は、本来行政が負担する経費
の削減額、すなわち、市民の負担となる財政支出の削減額であると同時に、共生型の
居場所の担い手の負担額である。

（4）研究の方法
本研究は、文献調査、事例に関するインタビュー調査、さらにはこれに基づくシミュ

レーションを実施した。

①  研究対象とした「地域リビングプラスワン」が共生型で福祉的機能を備えた場で
あるか否か、資料や対面による非構造化インタビューによって検証した。

②  研究対象とした共生型の居場所である「地域リビングプラスワン」の属性別利用
者数から支援が必要な人（以下、要支援者等）の利用回数を調べた。

③  共生型の居場所と類似している行政事業を複数取り上げ、自治体作成資料に基づ
き、事業ごとに利用者一人あたりにかかる経費について調べた。不明な点は、電
話によるインタビューを行った。さらに、①で調べた要支援者等がそれぞれ対象
となる②で取り上げた既存の行政事業を 1 年間利用した場合の経費についてシ
ミュレーションを行い、共生型の居場所の財政効果について検証した。

2．共生型の居場所「地域リビングプラスワン」の運営実態

（1）共生型についての検証
今回、研究対象とする地域リビングプラスワン（以下、地域リビング）は、板橋区

の高島平団地の店舗（約 40 平米）に 2013 年開設された NPO 法人が運営する常設の
居場所である。年間の事業費は、2018 年度 6,988,303 円である。主な活動内容として、
おうちごはん（昼）とおかえりごはん（夜）を開催している。ここでは、まず、地域
リビングの共生型の居場所の機能を見るため、運営実績（2018 年 9 月～11 月）から 1

か月あたりの活動状況を示した。
表 1の左は、おうちごはん（昼、単体は中央）とおかえりごはん（夜、同、右側）

を合計した地域リビング全体の活動状況である。平均開催回数は 28 回であった（内
訳：おうちごはん 16 回／月平均、おかえりごはん 12 回／月平均）。

地域リビングの利用者、ボランティア、コーディネーター、講師などすべてを積算
した総人数は、568 人（実数：161 人） （6）であった。内訳は、おうちごはん 257 人（実
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数：85 人）、おかえりごはん 311 人（実数：92 人）であった。
また、地域リビングにおけるボランティア総人数は 109 人（実数：36 人） （7）で、内

訳は、おうちごはんで 61 人（実数：25 人）、おかえりごはん 48 人（実数：13 人）で
ある （8）。

次に、年齢層について分析した。地域リビングの利用者、ボランティア、コーディ
ネーター、講師などすべてを積算した総人数 568 人の年代分布は図 3に、実人数 161

人における年代分布は図 4で示した。総人数、実人数、いずれも幅広い年代に広がっ
ていることが分かった。

表 1　地域リビングプラスワンの運営実態
9、10、11 月平均値 昼夜合計 9、10、11 月平均値 昼のみ 9、10、11 月平均値 夜のみ

ごはん回数 28 ごはん回数 16 ごはん回数 12 

総人数 568 総人数 257 総人数 311 

実人数 161 実人数 85 実人数 92 

利用者総人数 420 利用者総人数 167 利用者総人数 253 

利用者実人数 130 利用者実人数 61 利用者実人数 80 

ボランティア総人数 109 ボランティア総人数 61 ボランティア総人数 48 

ボランティア実人数 36 ボランティア実人数 25 ボランティア実人数 13 

コーディネーター総人数 32 コーディネーター総人数 23 コーディネーター総人数 9 

コーディネーター実人数 7 コーディネーター実人数 5 コーディネーター実人数 2 

講師総人数 7 講師総人数 7 講師総人数 0

講師実人数 2 講師実人数 2 講師実人数 0

出典：筆者作成

図 3　地域リビング年代分布（総人数）

出典：筆者作成

図 4　地域リビング年代分布（実人数）

出典：筆者作成
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地域リビングの利用者、ボランティアなど関係するすべての人を対象とした平均年
齢を出したところ、38.8 歳であった。昼の時間帯のおうちごはんの平均年齢は 53.1 歳、
夜の時間帯のおかえりごはんの平均年齢は 24.9 歳であった （9）。図 5、図 6では、おう
ちごはんの実人数におけるボランティアと利用者の年代分布をそれぞれ示したが、ど
ちらも高齢者が多い。図 7、図 8では、おかえりごはんの実人数におけるボランティ
アと利用者の年代分布を示したが、ボランティアは高齢者が多く、利用者は乳幼児、
小学生、中高生と 30 代が多くなっている。

地域リビングは、幅広い年代の参加だけでなく、後述する通り、障がい者の利用も
あり、多世代共生型の居場所であることが分かった。

図 5　�おうちごはん（昼）ボランティアの
年代分布

出典：筆者作成

図 7　�おかえりごはん（夜）ボランティア
の年代分布

出典：筆者作成

図 6　�おうちごはん（昼）利用者の年代分
布

出典：筆者作成

図 8　�おかえりごはん（夜）利用者の年代
分布

出典：筆者作成
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（2）福祉的機能についての検証
「福祉的機能を備えた居場所であるか否か」については、属性別に行われている福祉

的効果についての先行研究を集約した「共生型の居場所の福祉的効果指標」を作成し、
それぞれの項目に対して、参与観察（期間：2013 年 4 月～2018 年 12 月 15 日、3 か
月以上定期的に利用している 26 人）や対面による非構造化インタビュー調査（期間：
2017 年 8 月 1 日～2018 年 12 月 15 日、3 か月以上定期的に利用している 16 人）の結
果から効果があるか否かの検証を行った。

その結果、表 2の通り、それぞれの効果項目に該当するインタビュー結果があ
り （10）、共生型の居場所において属性を超えた福祉的効果があるため、福祉的機能を備
えた居場所であることが分かった。

（3）支援を必要とする人の数についての検証
次に、財政効果の前提となる、居場所利用者のうち、支援を必要とする人の数を抽

出した。一人暮らしやひとり親世帯、事業対象者 （11）・要支援者 （12）、障がい者や高齢
者の人数（カッコ内に実人数）は下記のとおりであった （13）。

おうちごはん利用述べ人数における一人暮らしの割合は、1 か月あたりで 257 人中
83.6 人（32.5％）、実利用人数では、85 人中 15.6 人（18.4％）であった。おかえりご

表 2　共生型の居場所の福祉的効果指標
属
性（1）子ども・保護者 （2）若　者 （3）高齢者 （4）障がい者 （5）生活保護

効
　
果

① 自己肯定感の
向上

○ ① メンタルヘ
ルスの向上

○ ①孤立防止 ○ ① 自己受容・自
己肯定・自尊
心の向上

○ ① 人と人、人と
社 会 を つ な
ぐシェルター

（避難所）

○

②多様な経験 ○ ②受容と成長 ○ ② うつの改善・
心の健康

○ ② 地 域 の 理 解
促進

○ ② ス プ リ ン グ
ボード（跳躍
台）

○

③ 勇気づけ支え
てくれる存在
の増加

○ ③攻撃の抑制 ○ ③ 外 出 機 会 の
創出・閉じこ
もり防止

○ ③ つながりの創
出

○ ③ ア ン ペ イ ド
ワーク

○

④ 子どもの貧困
対策

○ ④ 能動的な行
動の活性化

○ ④介護予防 ○ ④ 自尊感情の向
上・持ってい
る力の発揮

○

⑤ 学習意欲や理
解度、進路希
望の向上

○ ⑤ 生きがいづく
り

○

⑥ 自立心の向上 ○ ⑥ 社 会 的 紐 帯
の重層化

○

⑦ 社会性の育成 ○ ⑦ 配 偶 者 喪 失
時のリスク低
減

○

⑧居場所の実感 ○

⑨ 親の子育てへ
の不安感・孤
独感の軽減・
認識の変化

○

（○効果がある、△今回の調査では不明、×該当しない）
出典：筆者作成
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はん全利用延べ人数におけるひとり親家庭の割合は、311.3 人中 86.3 人（27.7％）、実
利用人数では 92.3 人中 12.6（13.7％）であった。事業対象者及び要支援者の 1 か月あ
たりの延べ利用人数は 35 人（5.3 人）、精神障がい者 37.6 人（8 人）、発達障がい者 5.6

人（1 人）、聴覚障がい 0.3 人（0.3 人）であった。
また、高齢者の占める割合は下記のとおりである。65 歳以上の高齢者のボランティ

ア総数は 56.3 人（実人数 14.6 人）、利用総数は 156.6 人（実人数 38.3 人）であった。
75 歳以上の高齢者のボランティア総数は、17.3 人（実人数 4.3 人）、利用総数は 74.3

人（実人数 15.3 人）であった。

3．行政施策の概要と経費の調査及び共生型の居場所の財政効果

前項において、地域リビング利用者のうち、支援を必要とする人の数を抽出したが、
これらの人が、行政施策を利用した場合の経費を算出するため、地域リビングと類似
している施策について以下の調査を行った。

行政では、これらの支援が必要な人に、どのような行政施策を行い（a 事業概要）、
経費をかけているのか（b 決算状況）、一人あたりの経費を算出し（c 一人あたり経費）、
この（c 一人あたり経費）を 2．（3）で算出した、支援が必要な人の数で乗じ財政効果
をシミュレーションした（d 財政効果）。

A：学習支援事業
【a 事業概要】

板橋区ホームページ （14）によると、板橋区学習支援事業（まなぶーす）は、ひとり
親家庭や経済的に困窮している家庭で学習環境に困りごとを抱えている子ども及び保
護者を対象に、学習支援教室を月曜日から土曜日に、居場所支援を毎週月曜日に実施。
また、相談・訪問支援を行っている。

【b 決算状況】
2017 年度の決算状況は、4,337 万円で区内 2 か所に運営している。学習支援事業へ

の登録人数は 113 人で、合計の延べ人数は 2,755 人。支援事業ごとの内訳は、相談支
援が延べ 81 人、訪問支援が延べ 25 人、学習支援が延べ 2,336 人、居場所支援が延べ
215 人、食育支援が延べ 98 人である。

【c 一人あたり経費】
一人あたり経費は、以下の計算式で算出した。
4,337 万円（2017 年度決算額） ÷ 2,755 （利用延べ人数／年） ＝ 約 15,742 円（利用延

べ人数一人あたり経費／年）
【d 財政効果】

地域リビングのひとり親家庭の利用延べ人数は月 86.3 人で実利用人数は月 12.6 人で
あった （15）。学習支援事業は、小学生以上が対象の事業のため、乳幼児親子の利用者割
合の 24.3％を引くと、対象者は、延べ人数で月 65 人（年 780 人）、実利用人数で月 10

人となった。
財政効果については、次の計算式で算出した。
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15,742 円（利用延べ人数一人あたり経費／年） × 780 人（地域リビング利用延べ人
数／年） ＝ 12,278,760 円…… （ⅰ）

B：生活援助通所サービス
【a 事業概要】

高齢者の介護予防を目的とした通いの場である。2015 年に介護保険の改正が行われ、
介護予防・日常生活支援総合事業開始後は、要支援者、事業対象者の通所型サービス
は 3 種類となった。予防通所サービスは、今後、要介護の方が通う方向にシフトする
ため、生活援助通所サービスの決算額で分析を行うこととした。今回、行政主体の事
業との比較をするため、住民主体の通いの場については扱わないこととした。また、
介護保険改正から、3 年間は新しい総合事業への移行期間であるため、2017 年度の決
算ではなく、2018 年度の生活援助通所サービスの見込み額で検証することとした。

【b 決算額の状況】
板橋区の区独自緩和型の生活援助通所サービスの 2018 年度の見込みは、508,535,000

円で、利用延べ人数は 20,754 人が週に約 2 回ずつ（月 8 回）の利用が想定されるため、
20,754 人 × 8 回で、およそ 166,032 人となった。

【c 一人あたり経費】
一人あたり経費は、以下の計算式で算出した。
508,535,000 円 （2018 年度見込み額） ÷ 166,032 人 （利用延べ人数／年 ）＝ 約 3,063

円（利用延べ人数一人あたり経費／年）
【d 財政効果】

地域リビングの事業対象者及び要支援者の数は、1 か月平均 5 人、延べ 35 人、1 年
延べ 420 人利用していた。

財政効果については、以下の計算式で算出した。
3,063 円 （生活援助サービス一人あたり経費） × 420 人 （利用延べ人数／年）＝

1,286,460 円…… （ⅱ）

C：一般介護予防事業
【a 事業の概要】

一般介護予防事業で類似しているのは、公衆浴場で行われている介護予防事業や介
護予防スペース「はすのみ教室」である。これらは、区内 65 歳以上で要支援・要介護
を受けていない方向けの事業である。板橋区によると、2017 年度の公衆浴場での介護
予防体操は、公衆浴場 29 か所で月 1～7 回行ってきた。また、はすのみ教室では、介
護予防を目的とした各種講座（体操・料理・囲碁など）を週 1 回 3 か月間で 1 コース
として開催している。

【b 決算状況】
板橋区の資料 （16）によると公衆浴場での介護予防は、2017 年度決算額 19,896,585 円

で利用延べ人数は 9,715 人であった。
はすのみ教室は、2017 年度決算額が 8,037,778 円で利用延べ人数は 4,288 人であった。

【c 一人あたり経費】
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一人あたり経費は、以下の計算式で算出した。
公衆浴場での介護予防 19,896,585 円 （2017 年度決算額） ÷ 9,715 人 （利用延べ人数／

年）＝ 2,048 円
はすのみ教室 8,037,778 円 （2017 年度決算額） ÷ 4,288 人 （利用延べ人数／年） ＝ 1,874

円
公衆浴場での介護予防とはすのみ教室の一人あたり経費の平均値は 1,961 円であった。

【d 財政効果】　
地域リビングの元気高齢者の利用延べ人数は、月平均 157 人で年間 1,879 人であった。
財政効果については、以下のように算出した。
1,961 円 （公衆浴場での介護予防とはすのみ教室の一人あたり経費の平均値） × 1,879

人（利用延べ人数／年） ＝ 約 3,684,719 円…… （ⅲ）

D：地域活動支援センター　
【a 事業概要】

地域活動支援センターは、「障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提
供、社会との交流の促進等の便宜を供与する障害者総合支援法上の施設」 （17）である。
地域の実情に応じ、市町村がその創意工夫により柔軟な運営、事業の実施が可能となっ
ており、コミュニティカフェが事業を担っているケースもある。

【b 決算状況】
板橋区における 2017 年の決算額は 86,054,810 円で、4 団体が活用しており、利用実

人数は 1,436 人、利用延べ人数は 12,350 人である。
【c 一人あたり経費】

一人あたり経費は、以下の計算式で算出した。
86,054,810 円（2017 年度決算額） ÷ 12,350 人 （利用延べ人数／年） ＝ 6,968 円

【d 財政効果】
地域リビングを利用している精神障がい者等は、月に利用実人数 8 人、利用延べ人

数 38 人、年間利用延べ人数 456 人であった。
財政効果については、以下のように算出した。
6,968 円 （地域活動支援センター一人あたり経費） × 456 人 （利用延べ人数／年）＝

3,177,408 円…… （ⅳ）

4．結果及び仮説の検証

各事業別の財政効果については、表 3にまとめたが、次の通りとなった。学習支援事
業では、12,278,760 円（ⅰ）、生活援助通所サービスでは、1,286,460 円（ⅱ）、一般介護
予防事業では、3,684,719 円（ⅲ）、地域活動支援センターでは、3,177,408 円（ⅳ）。ま
た、それぞれの財政効果額を総計した共生型の居場所の財政効果は、次の通りとなった。

12,278,760 円（ⅰ） ＋ 1,286,460 円（ⅱ） ＋ 3,684,719 円（ⅲ） ＋ 3,177,408（ⅳ） ＝
20,427,347 円

地域リビングの 2018 年度経費 6,988,303 円と財政効果額 20,427,347 円を比較すると、
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約 3 倍の財政効果を示した。
一方、地域リビングに対する行政からの補助額は、介護予防を目的とした住民主体

の通いの場として 2018 年度は 480,000 円であり、実質財政効果は、以下の通りである。
20,427,347 円 （財政効果額） − 480,000 円 （行政からの補助額） ＝ 19,947,347 円（実質

財政効果額）
この実質財政効果額は、本来行政が負担する経費の削減額、すなわち、市民の負担

となる財政支出の削減額であると同時にその一部は担い手の負担額である。
また、財政効果額の規模を検証するために、介護保険で運営されている定員 18 人以

下の地域密着型デイサービスとの比較を行った。地域密着型デイサービス活動費用は
年間 28,875,000 円 （18）であり、ここから利用者負担の 1 割～3 割を引いた 25,987,500 円
から 20,212,500 円が保険給付費と見込まれ、今回の研究対象とした地域リビングの財
政効果額 20,427,347 円と近い数字であった。介護保険制度で運営されている事業と、
住民主体で運営する共生型の居場所が、結果として同程度の財政効果額となったこと
は、今後の通所サービス事業の多様なあり方を検討する際、参考になるであろう。

以上のことから、仮説、「多世代共生型の住民主体で運営する福祉的機能を備えた常
設の居場所は、今後、地域福祉を担う新たな手段の一つとして適切な財源確保を検討
すべき一定程度の財政効果を見ることができるのではないか」は、支持された。

5．まとめ

（1）研究のまとめ
今まで、多世代共生型の住民主体で運営する福祉的機能を備えた常設の居場所につ

いての福祉的効果や財政効果を検証した研究はなかった。それは、地域共生社会に向
けて、住民主体や多世代共生型の取り組みが理念として広がろうとしているものの、
図 1、図 2で整理したように、多世代共生型・住民主体・福祉的機能・常設を包含し

表 3　共生型の居場所の財政効果

事業名 A： 学習支 援事
業まなぶーす

B： 生活援助通
所サービス

C： 一般介護予
防 事 業（ 公
衆浴場）

C： 一般介護予
防 事 業（ は
すのみ教室）

D： 地域活動支
援センター

決算額 43,370,000 円 508,535,000 円 19,896,585 円 8,037,778 円 86,054,810 円

対象人数 2,755 人 166,032 人 9,715 人 4,288 人 12,350 人

一人あたり経費 15,742 円 3,063 円 2,048 円 1,874 円 6,968 円

地 域リビング 
プラスワン　 
該当人数

月 65 人 
（年 780 人）

35 人 
（年 420 人）

月 157 人 
（年 1,879 人）

月 38 人 
（年 456 人）

効果額（年）
15,742 円 × 

780 人 ＝
12,278,760 円

3,063 円 × 
420 人 ＝

1,286,460 円

1,961 円（公衆浴場とはすのみ
教室の平均値） × 1,879 人 ＝

3,684,719 円

6,968 円 × 
456 人 ＝

3,177,408 円

総　計 12,278,760 円 ＋ 1,286,460 円 ＋ 3,684,719 円 ＋ 3,177,408 円 ＝ 20,427,347 円

注：小数点以下は四捨五入した。
出典：自治体資料を元に筆者作成
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た事例が少ないことにある。
本稿においては、地域リビングを研究対象とし、属性別利用人数と行政施策一人あ

たり経費によってシミュレーションすることで分析を行い、財政効果（20,427,347 円）
を示すことができた。

これまで、共生型の居場所は、属性ごとに少人数の参加であるため、どのような人
がどれだけ利用しているのか分かりにくく、効果が見えにくかったが、属性別利用人
数や福祉的効果、財政効果を示せたことで、実態を可視化することができた。

（2）残された課題と今後について
今回、共生型の居場所の財政効果を数値で示す第一歩となったが、地域リビングの

属性別利用者が、既存の行政サービスを利用した場合の経費の積み上げとなっており、
財政効果を示す一つの方法に過ぎず、一側面を明らかにしたにすぎない。今後、多角
的視点から検証することが望まれる。

具体的には、今回の財政効果（20,427,347 円）に関しては、福祉的側面に限ってお
り、支援が必要な人の人数を元に出している。そのため、支援が必要でないとされて
いる人や全世代に共通する孤立といった課題を抱えている人については数字に含まれ
ていない。さらに、共生型の居場所は、福祉的要素だけでなく、人と人との接点をつ
なぐ地域づくりや地域活性化の役割も担っており、縦割りの福祉施策の横串だけでな
く、福祉と経済活動の融合も自然と進むが、このような効果についても取り上げられ
ていない。また、今回の研究手法では、あくまでも「本来行政が負担する経費の削減
額」という「経費」でしか見ていない。本来、共生型の居場所の本質的な価値は、縦
割りの施策を超え、福祉や経済活動までも、ごちゃまぜにした上で、多様な人たちが
混ざり合うことによって生み出されることにあるが、その効果については明らかにで
きておらず今後の課題である。

現在、国は地域共生社会の実現へと舵を切っている。新しい地域社会を目指してい
るように聞こえるが、地域は本来多様な人がごちゃまぜであった。近年行われてきた、
縦割りの行政施策によって、地域が分断され多様なつながりが薄れてきたのではない
だろうか。子育て・若者支援、高齢者の介護予防、障がい者の社会参加等に同時に取
り組む、対象を絞らない共生型の居場所は本来の地域の姿である。さらに、制度外の
インフォーマルな活動である共生型の居場所は、制度サービスを利用したことがなく
ても、利用しているときも、利用したあとも、出入り自由の日常生活の場であり、孤
立防止や社会参加、日常生活のサポートなど果たせる役割は大きい。少子高齢化が進
み、将来の介護人材や施設不足が見込まれていく中、本稿で明らかになった財政効果
を踏まえれば、共生型の居場所の必要性はますます高まっていくのではないだろうか。

共生型の居場所が広がることによる懸念もある。それは、専門的支援を受けること
の抑制につながるのではないかということだ。専門的支援が必要な方には、必要な支
援が届くよう、日常生活の場である共生型の居場所がアウトリーチ機能を担い関係機
関につないでいくフローをあらかじめ作成しておくことが望まれる。また、支援が必
要な人が、既存の行政事業と共生型の居場所は併存して利用することも十分考えられ、
居場所が支援をつなぐ場としての機能が強くなれば、行政が負担する経費の削減効果
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としての財政効果は弱まるであろう。一方で、共生型の居場所についての効果につい
て、多面的な検討が進み、政策的位置づけがなされ、補助制度が整い必要経費につい
て財源確保をすることができるようになれば、十分なスペースの確保と利用者やボラ
ンティアをコーディネートする人材が雇用できるようになるため、さらなる財政効果
が見込まれる。

しかし、共生型の居場所の効果については広く社会に理解が広がっておらず、多く
の自治体において、非常設の居場所やサロン活動への補助にとどまっているのが現状
である。今後、多世代共生型の住民主体で運営する福祉的機能を備えた常設の居場所
の効果について研究が進み、地域福祉のベースとして制度外の共生型の居場所があり、
その上に専門的支援の行政サービスが必要な際に受けられるといった仕組みが構築さ
れれば、支援を必要とされる人たちを含めて地域の中で様々な役割を担い合うことが
でき、全世代の共通課題である孤立といった課題解決が進み、ボトムアップによる地
域づくりが日常的なものとなっていくであろう。

筆者は、修士論文において、縦割りの施策ごとに示されている居場所の政策的役割
を集約した「共生型の居場所の政策的役割指標」や縦割りで研究されてきた居場所の
効果をまとめた「共生型の居場所の福祉的効果指標」、「共同性と自己実現の段階」 （19）

について研究をしてきた。これらについても、再度検証をしながら、今後、子育て・
若者支援、高齢者の介護予防、障がい者の社会参加等に同時に取り組む、多様な人た
ちが混ざり合うからこそ生まれる共生型の居場所の福祉的効果や可能性について、現
場における実践と研究の継続により明らかにしていきたい。
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news/993/（最終閲覧日 2019 年 9 月 1 日）
（2） 厚生労働省、2017 年、『地域づくりに資する事業の一体的な実施について（地域住民等が

相互に交流を図ることができる拠点の整備）』　https://www.mhlw.go.jp/file/06–Seisaku 
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（6） おうちごはんとおかえりごはんで重複して利用したりボランティアしたりする場合がある
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（7） おうちごはんとおかえりごはんで重複してボランティアをしている人がいるため、それぞ
れのボランティアの実数を足したものは、1 か月あたりのボランティア実数とは異なる。

（8） 地域リビングでは、利用者・ボランティアを明確に分けておらず、利用者と区分された者
であっても何かしらの役割を担っていることが多いが、ボランティアについては、シフト
に入り、ボランティアとして来ている人のみを集計した。

（9） お昼利用の乳幼児連れ親子の場合、子どもの名前を書いていないことが多く参考値。
（10） 筆者修士論文（立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究科 2018 年度）「地域共生社会の

要となる共生型の居場所の効果と普及の可能性について」に記載。
（11） 基本チェックリストにより、介護予防が必要とされた人。65 歳以上の要介護・要支援認定

を受けていない人が対象。
（12） 要介護認定を受け、日常生活の一部のサポートや介護予防が必要とされた人。
（13） 参与観察（期間：2013 年 4 月～2018 年 12 月 15 日）やインタビュー調査（期間：2017 年

8 月 1 日～2018 年 12 月 15 日）により把握できている範囲の数字である。
（14） 板橋区ホームページ、「板橋区学習支援事業（まなぶーす）のご案内」　http://www.city.

itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/078/078434.html（最終閲覧日 2019 年 9 月 1 日）
（15） おかえりごはん総人数における、生活保護家庭・ひとり親家庭の割合は、延べ人数 311.3

人中 86.3 人で 27.7％（実人数 92.3 人中 12.6 人で 13.7％）であった。
（16） 板橋区健康生きがい部おとしより保健福祉センター、2018 年、「一般介護予防事業の推移

（26 年度～30 年度見込）」資料
（17） 厚生労働省、地域活動支援センターの概要　https://www.mhlw.go.jp/content/000306887.

pdf（最終閲覧日 2019 年 9 月 1 日）
（18） 独立行政法人福祉医療機構「平成 29 年度　通所介護事業所の経営状況について」　https://

www.wam.go.jp/hp/wp–content/uploads/190628_No002.pdf（最終閲覧日 2019 年 10 月 14
日）

（19） 共同行為における自己実現の段階モデル ─ 拡張版 ─ （坂倉）を参考にしている。
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